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これまでの教育振興基本計画

 平成18年に全面改正された教育基本法に基づき、政府が策定する教育に関する総合計画。
 平成20年7月に初めての教育振興基本計画（平成20年度～平成24年度）を策定、平成25年6月に第2期計画（平成25年度～平成29年度）を策定。
 現在は第3期計画（平成30年度～令和4年度）の期間中。

第１期計画

第２期計画

第３期計画

対象期間 平成20（2008）年度～平成24（2012）年度

基本的方針 今後10年間を通じて目指すべき教育の姿

教育の目指すべき
方向性

①社会全体で教育の向上に取り組む
②個性を尊重しつつ能力を伸ばし、個人として、社会の一員として生きる基盤を育てる
③教養と専門性を備えた知性豊かな人間を養成し、社会の発展を支える
④子どもたちの安全・安心を確保するとともに、質の高い教育環境を整備する

成果目標・指標 なし

対象期間 平成25（2013）年度～平成29（2017）年度

基本的方針 一人一人の「自立」した個人が多様な個性・能力を生かし、他者と「協働」しながら新たな価値を
「創造」していくことができる「生涯学習社会」の構築

教育の目指すべき
方向性

①社会を生き抜く力の養成 ②未来への飛躍を実現する人材の養成
③学びのセーフティーネットの構築 ④絆づくりと活力あるコミュニティの形成

成果目標・指標 あり

対象期間 平成30（2018）年度～令和4（2022）年度

基本的方針 教育を通じて生涯にわたる一人一人の「可能性」と「チャンス」を最大化する

教育の目指すべき
方向性

①夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する
②社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する
③生涯学び、活躍できる環境を整える
④誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する
⑤教育政策推進のための基盤を整備する

成果目標・指標 あり
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次期教育振興基本計画（令和5(2023)年度～令和9(2027)年度） 諮問の概要
○教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第１項（教育振興基本計画）

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項につい
て、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

・人口減少や高齢化、デジタルトランスフォーメーション、グローバル化
や多極化、地球環境問題など

社会の変化（2040年以降の社会）

超スマート社会
（Society 5.0）

一人一人の人間が中心となる社会
労働市場の構造や職業そのものの抜本的な変化

望む未来を私たち自身で示し、作り上げていくことが求められる時代

① 改正教育基本法の基本理念、現行計画の成果と課題、国内状況の変化、国際環境の変化等を踏まえた今後の教育政策に関する基本的な方針について。特に、
オンライン教育を活用する観点など「デジタル」と「リアル」の最適な組合せ、及び、幼児教育・義務教育の基礎の上に、高等学校、大学、高等専門学校、
専門学校、大学院まで全体が連続性・一貫性を持ち、社会のニーズに応えるものとなる教育や学習の在り方について

② 上記の基本的な方針を踏まえた、生涯を通じたあらゆる教育段階における、今後５年間の教育政策の目指すべき方向性と主な施策について
③ 学校内外において、生涯を通じて学び成長し、主体的に社会の形成に参画する中で、共生社会の実現を目指した学習を充実するための環境づくりについて
④ 第３期教育振興基本計画及びその点検結果を踏まえつつ、多様な教育データをより有効な政策の評価・改善に活用するための方策について

諮問事項

〇超スマート社会（Society 5.0）に対応し、幼児教育・義務教育から高等学校、大学、高等専門学校、専門学校、大学院まで全体が連続性・一貫性を持ち、
社会のニーズに応えるものとなるよう、教育や学習の在り方も大きく変容が求められる状況。「デジタル」と「リアル」の最適な組合せの観点から、コロ
ナ後の教育や学習の在り方について検討することが必要。

〇共生社会を実現していく上で、学習者の背景や特性・意欲の多様性を前提として、学習者視点に立ち、誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分ら
しく学ぶことができ、誰一人取り残されず、一人一人の可能性が最大限に引き出され、一人一人の多様な幸せであるとともに社会全体の幸せでもあるウェ
ルビーイングが実現されるように制度等の在り方を考えていく必要。

〇「令和の日本型学校教育」答申：「個別最適な学び」と「協働的な学び」
・一人一台環境の実現や公立小学校における35人学級の計画的整備など教職員定数の改善 等

ウェルビーイング 一人一人の多様な幸せであるとともに社会全体の
幸せでもあるウェルビーイング（Well-being）

・「変革を起こすコンピテンシー」、新たな価値を創造していく力
・幼児教育・義務教育の基礎の上に、高等学校、さらには大学、高等専門学校、専門学校、大学院までが、より一層の連続性・一貫性の中で有機的につな
がりを持つとともに、これらが産業界や国際社会も含めた幅広い社会のニーズに応えるものとなること

・絶えず変化する予測困難な社会における人材移動を支える社会人の学び直し（リカレント教育）
・全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することのできる共生社会を目指し、その実現に向けた社会的包摂を推進

〇新型コロナウイルス感染症を契機として ・デジタルがもたらす学びにおける可能性の提示、学びの在り方の変容
・学校の持つ福祉的機能や教師の存在意義、リアルな体験の持つ価値の再認識

〇「グランドデザイン」答申
・「学修者本位」を前提とした制度改正の提言 等

・変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の時代であり、先行き不透明で将来
の予測が困難な未来
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教育振興基本計画部会のこれまでの審議状況

 中央教育審議会総会（第１３０回）にて諮問（２０２２年２月７日）

 第１回教育振興基本計画部会（２０２２年３月２２日）
議題（１）部会長の選任等について

（２）第３期教育振興基本計画期間中の教育改革の動向について
（３）次期教育振興基本計画について

 第２回教育振興基本計画部会（２０２２年５月１３日）

議題（１）第３期教育振興基本計画の進捗状況について

 第３回教育振興基本計画部会（２０２２年６月２日）
議題（１）次期教育振興基本計画と教育DX（デジタルトランスフォーメーション）について

（２）教育振興基本計画の教育現場での実効性について

 第４回教育振興基本計画部会（２０２２年７月１２日）

議題（１）教育とウェルビーイングについて （２）誰一人取り残さない教育について

 第５回教育振興基本計画部会（２０２２年８月５日）
議題（１）教育と産業界の連携について （３）生徒・学生からの話題提供

（２）社会教育・教育と地域の連携について （４）総論全般について

 第６回教育振興基本計画部会（２０２２年８月２３日）

議題（１）グローバルについて （２）スポーツ・文化芸術・体験活動について （３）総論について

 第７回教育振興基本計画部会（２０２２年９月２０日）

議題（１）次期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方について

 第８回教育振興基本計画部会（２０２２年１０月１３日）
議題（１）次期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方について

（２）次期教育振興基本計画の各論について
（３）ユース政策モニターについて 4



第3期教育振興基本計画 全体構造
基本的な方針 教育政策の目標 施策群

１ 夢と志を持ち、
可能性に挑戦す
るために必要とな
る力を育成する

（１）確かな学力の育成＜主として初等中等教育段階＞ ○幼児期における教育の質の向上 ○新学習指導要領の着実な実施等 ○全国学力・学習状況調査の実施・分析・活用 ・高等学校教育改革の推進 ○就学前から高
等教育までの各段階の連携の推進

（２）豊かな心の育成＜〃＞
○子供たちの自己肯定感・自己有用感の育成 ○道徳教育の推進 ○いじめ等への対応の徹底、人権教育の推進 ○体験活動や読書活動の充実 ○伝統や文化等に
関する教育の推進 ○青少年の健全育成 ○男女共同参画の推進 ○主権者教育の推進 ○消費者教育の推進 ○持続可能な開発のための教育（ESD）の推進
○環境教育の推進 ○オリンピック・パラリンピック教育の推進 ○災害からの復興等持続可能な地域づくりのための教育の推進

（３）健やかな体の育成＜〃＞ ○学校保健・学校給食、食育の充実等 ○子供の基本的な生活習慣の確立に向けた支援 ○学校や地域における子供のスポーツの機会の充実

（４）問題発見・解決能力の修得
＜主として高等教育段階＞

○高大接続改革の着実な推進 ○学生本位の視点に立った教育の実現 ○教員・学生の流動性の向上 ○教育の質向上と効果的な運営のための高等教育機関間の連
携強化

（５）社会的・職業的自立に向けた能力・態度の育成
＜生涯の各段階＞

○各学校段階における産業界とも連携したキャリア教育・職業教育の推進 ○高等教育機関における実践的な職業教育の推進 ○関係府省が連携した学校から社会への
接続支援 ○学びを通じた地方への新たな人の流れの構築

（６）家庭・地域の教育力の向上、学校との連携・協働の
推進 ＜〃＞ ○家庭の教育力の向上 ○地域の教育力の向上、学校との連携・協働の推進

２ 社会の持続的
な発展を牽引す
るための多様な
力を育成する

（７）グローバルに活躍する人材の育成 ○伝統や文化等に関する教育の推進【一部再掲】 ○英語をはじめとした外国語教育の強化 ○国際化に向けた先進的な取組を行う高等学校・高等専門学校・大学等へ
の支援 ○日本人生徒・学生の海外留学支援 ○外国人留学生の受入れ環境の整備

（８）大学院教育の改革等を通じたイノベーションを牽引する人
材の育成

○大学院教育改革の推進 ○若手研究者・科学技術イノベーションを担う多様な人材の育成・活躍促進 ○研究力強化の推進 ○高等専門学校における技術者教育の
推進 ○優れた才能・個性を伸ばす教育の推進 ○IT・データ活用能力の育成 ○新たな社会を創造・牽引(けんいん)するアントレプレナーシップ（起業家精神等）の育成

（９）スポーツ・文化等多様な分野の人材の育成 ○次世代アスリートを発掘・育成する戦略的な体制等の構築 ○芸術家等の養成，文化芸術振興策の推進 ○我が国の多様な成長分野の発展を担う専門人材の育成

３ 生涯学び、活
躍できる環境を
整える

（１０）人生１００年時代を見据えた生涯学習の推進 ○現代的・社会的な課題に対応した学習等の推進 ○女性活躍推進のためのリカレント教育の強化 ○高齢者等の生涯学習の推進 ○若年期から高齢期までライフステー
ジに応じたスポーツ活動の推進 ○生涯を通じた文化芸術活動の推進 ○生涯を通じた学習の成果の適切な評価・活用のための環境整備

（１１）人々の暮らしの向上と社会の持続的発展のための学び
の推進

○新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策の検討 ○社会における人づくり，地域づくりを担う中核人材の育成 ○施設の複合化や多様な資金調達等も活用した持
続可能な社会教育施設の運営

（１２）職業に必要な知識やスキルを生涯を通じて身に付ける
ための社会人 の学び直しの推進

○教育機関における産業界と連携した実践的な教育カリキュラムの編成・実施 ○社会人が働きながら学べる学習環境の整備 ○経済的な支援の実施 ○労働者の学びに
関する企業側の理解促進

（１３）障害者の生涯学習の推進 ○学校卒業後における障害者の学びの支援 ○地域学校協働活動の推進【一部再掲】 ○切れ目ない支援体制構築に向けた特別支援教育の充実【一部後掲】 ○大
学等における学生支援の充実 ○障害者スポーツ，障害者の文化芸術活動の振興等

４ 誰もが社会の
担い手となるため
の学びのセーフ
ティネットを構築
する

（１４）家庭の経済状況や地理的条件への対応 ○教育へのアクセスの向上，教育費負担の軽減に向けた経済的支援 ○学校教育における学力保障・進路支援，福祉関係機関等との連携強化 ○地域の教育資源の
活用 ○学校給食及び食育の推進【一部再掲】 ○へき地や過疎地域等の児童生徒等への就学支援○ 東日本大震災をはじめとした災害への対応

（１５）多様なニーズに対応した教育機会の提供 ○特別支援教育の推進・ ○不登校児童生徒の教育機会の確保 ○夜間中学の設置・充実 ○高校中退者等に対する支援 ○高等学校定時制課程・通信制課程
の質の確保・向上 ○海外で学ぶ子供や帰国児童生徒，外国人児童生徒等への教育推進 ○地域における外国人に対する日本語教育の推進

５ 教育政策推
進のための基盤
を整備する

（１６）新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導体制
の整備等 ○教職員指導体制・指導環境の整備 ○これからの学校教育を担う教師の資質能力の向上

（１７）ICT 利活用のための基盤の整備 ○情報活用能力の育成 ○各教科等の指導におけるICT活用の促進 ○校務のICT化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上 ○学校のICT環境整備の促
進 ○大学におけるICTを利活用した教育の推進 ○ICTの活用による生涯を通じた学習の推進

（１８）安全・安心で質の高い教育研究環境の整備 ○安全・安心で質の高い学校施設等の整備の推進 ○学校における教材等の教育環境の充実 ○私立学校の教育研究基盤の強化

（１９）児童生徒等の安全の確保 ○学校安全の推進
（２０）教育研究の基盤強化に向けた高等教育のシステム改

革 ○教育研究の質向上に向けた基盤の確立 ○高等教育機関の連携・統合等

（２１）日本型教育の海外展開と我が国の教育の国際化 ○官民協働による日本型教育の海外展開 ○途上国への教育協力 5
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